
NO 事業名 質問事項 所管部局回答 仮指摘事項案

追加
質問

1
全般

現在、いろいろな手段を講じている中で、１
０～２０年ということではなく、５～６年のス
パンにおいて、何とか待機児童をなくすとこ
ろに手が届きそうな段階に来ているが、今
度は、保育施設についてどういう形で整備
していこうと考えているか、こうしたいとか、
こうすべきだということを含めて聞きたい。

この春から子ども・子育て支援新制度が開始され、その中で、市町村においては子ども・
子育て支援事業計画を策定しなければいけないことになっており、４月からその計画がス
タートしている。平成３１年までの計画をつくり、「子ども未来プラン」の中に盛り込んでお
り、その中で、今ある既存の保育所、幼稚園を活用した上で、ニーズを満たさないものが
あれば新設していく内容の計画にしている。例えば、既存施設の活用ということでは、既
存の保育所の定員を増やすとか、幼稚園を認定こども園化して保育の要素を加えるよう
なことで新規の整備を抑え、今後５年間において、国としては平成２９年度いっぱいまでに
待機児童を解消するという目標を掲げているので、札幌市としても２９年度いっぱいまで
にニーズを満たす供給を確保するという計画を立てている。このニーズは、市民へのアン
ケート調査によって把握したものだが、これから働いて保育所を活用したいというニーズ、
いわゆる潜在的なニーズも含めた形で把握しており、それに見合う形で計画上は２９年度
いっぱいまでにこのニーズを満たすというような内容にしている。

追加
質問

2
全般

女性の起業家をふやそうという札幌市の意
向とか、働く女性をふやしていこうという国
の政策は、子育て支援と密接だと思うが、
そこで、例えば、計画を策定するときに、ど
れだけの人が起業して、どれだけの人が
働いて、どれだけ子育て支援が必要なの
か、そうしたことを意識したような子育て支
援の部局と経済部局が連携した話し合い
とか、同時に考えていこうという流れがある
のでしょうか。

平成２７年度から始まった「子ども未来プラン」をつくるときには、経済部局等との連携はな
かったが、この計画をつくるに当たっての議論の中では、やはり同じような話は庁内でも
あった。当然、庁内オーソライズの中でも、そういったことも含めて考えていかなければい
けないということになっている。

①子育て支援の施策は、女性の起業家支援
など経済局をはじめとした他部局との施策と
関係性が深いため、計画の策定や事業の実
施にあたっては他部局との連携を十分に行う
こと。

1
児童会館運営管理費
児童会館整備費
ミニ児童会館運営管理費
ミニ児童会館整備費

①児童会館とミニ児童会館の役割分担は
どうなっているか。
②今後、児童会館を増やしミニ児童会館を
整理するのか、あるいはミニ児童会館の整
備で対応するのか。

①ミニ児童会館は、中学校区単位で整備している児童会館の補完施設であり、児童会館
のない小学校区において、児童会館と同様の役割を担っている。
②今後は、市有建築物の配置基本方針に基づき、既存の児童会館及びミニ児童会館
は、小学校改築のタイミング等で小学校と複合化した新型児童会館として整備していく。

追加
質問

3

児童会館運営管理費
児童会館整備費
ミニ児童会館運営管理費
ミニ児童会館整備費

新型児童会館を今後整備する予定だとい
うことだが、小学校と複合化した新型児童
会館がどのような会館なのか、もう少し詳
しく教えてほしい。

例として、篠路小学校については、これまで学校の外に単独の児童会館があったのが、
今回、篠路小学校の改築に合わせて学校の中に新たに児童会館という形で整備し、それ
を新型という言い方をしている。また、二条小学校については、従前は学校の中にミニ児
童会館という形で整備していたが、このたびの学校の改築で、面積が少し大きくなるの
で、それもあわせて新型と呼んでいる。従前からの児童会館の機能は、当然、生きること
になるが、あわせて学校の諸室の活用や、学校の合築に当たってはまちづくりセンターが
入る場合もあるので、今まで以上に地域の方との多世代交流も期待されているところ。

■これまでの委員会審議の結果と仮指摘事項案
　　施策「1-1-1　子育てと仕事などの両立支援」関連
　　内部評価で指摘のあった事業（子育て関連）

資料2-2
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NO 事業名 質問事項 所管部局回答 仮指摘事項案

2 札幌市児童育成会運営委
員会補助金

①児童会館と児童育成会が混在する経緯
は。（機能的にはかなり近似していると思
われるので）
②補助金の算出根拠、運営委員会におけ
る非正規を含む職員雇用状況と給与水準
はどうなっているか。

①児童育成会は、留守家庭対策（放課後児童健全育成事業）が制度化される前から、保
護者等が中心となって実施している民間のいわゆる学童保育所であり、基本的には、児
童会館やミニ児童会館の開設前から、当該地域にて運営してきた。一方、児童会館は、0
～18歳までのすべての児童を対象とした児童厚生施設であり、１中学校区に１館を基本と
して整備をしてきた。
②札幌市の補助金は、国の助成基準【別紙１】に基づき算定している。
　なお、各育成会の従事者については、有資格者・無資格者の区別は届出させているが、
非正規を含む職員の雇用状況や給与水準は把握していない。

3 札幌市児童育成会運営委
員会補助金

実施要項第１０条において、「原則として１
小学校区に１か所」という設置基準がある
ところ、各校区の在籍児童数が異なること
に関連し、例外的な設置はどの程度ある
のか（伏古小校区は２カ所？）。例外的申
請はどこまで許容されるのか。

　「原則として１小学校区に１か所」という基準は、児童会館やミニ児童会館の児童クラブ
が設置されている校区に、新たに民間児童育成会を設置することはできないことを規定し
たものであり、既存の民間児童育成会45団体のように、児童会館やミニ児童会館の設置
前から開設していたものが例外となる。
　ただし、現在、児童クラブの過密化が課題となっている校区もあることから、過密化解消
策の１つとして民間児童育成会を拡充するため、設置基準の見直しを検討中である。

4 札幌市児童育成会運営委
員会補助金

民間児童育成会の適正規模に関する基準
や指針はあるのか。

　民間児童育成会の適正規模に関する基準として、札幌市児童福祉法施行条例第３章の
２「放課後児童クラブの設備及び運営に関する基準」がある。

追加
質問

4

札幌市児童育成会運営委
員会補助金

①児童クラブについては、過密化が課題に
なっている校区もあるので、その解消策と
して民間児童育成会の設置基準の見直し
を検討中ということだが、これは、見直しの
方向なのか、それとも様子見の方向なの
か、検討中というところをもう少し踏み込ん
で教えていただきたい。
②そもそも、なぜ児童会館やミニ児童会館
があるところに民間児童育成会は設置で
きないという基準になっているのか、その
基準の目的を教えていただきたい。

①かなり前向きで、事実上は過密化を解消するためにこれから民間児童育成会の新規参
入を認めていくという方向。
②もともと札幌市の施策として、まずは児童会館を１中学校区に１つ整備という形で進め
てきた。今度は１小学校区に１つ整備としたときに、小学校は中学校の２倍あるので、児
童会館を補完するものとしてミニ児童会館の整備を平成９年から進めてきた。そういう中
で、既に民間児童育成会があったので、先にやっていたことを考慮して補助を続けていた
ところ。そこで、同じ地区に公的な施設と民間児童育成会の二つがあるところも幾つかあ
り、それを是認してきた。札幌市は、これまで面的な整備に主眼を置いて進めてきており、
やっと面的な整備がほぼ終わり、次に、過密している、大規模化しているという質的な部
分に対して、行政だけでは賄えないので、今までのルールを変える形で、今いる放課後の
児童の環境を改善していきたいということでこういう取組を進めている。

②公立の児童会館では満たすことがことがで
きない利用者ニーズを補完できるように民間
事業者と連携を進めること。

5 児童会館運営管理費

①児童館ごとの利用層別利用人員（小学
校、中学校などの区分）と参加率（対象区
域の児童生徒数などとの対比で）はどう
なっているか。
②指定管理者における雇用状況と人員構
成（正規職員、臨時などの別）、給与水準
（非正規は賃金）はどうなっているか。

①児童会館ごとの平成26年度利用者数は　【別紙２】のとおり。
　児童クラブ以外の一般利用については、特に利用登録をしておらず、また、対象区域の
制限も設けていないため、参加率は把握していない。
②児童会館等の開館時間に対応するため、多様な人材・就労形態での雇用に取り組んで
いる。
　平成26年度は指定管理業務への配置人数は657人であり、約半数が非常勤職員であ
る。給与水準は、常勤職員の平均給与は約3,957千円/年、非常勤職員は臨時職員時給
880円、パートスタッフ時給800円（いずれも採用時賃金）である。

6 児童会館運営管理費

 実施要綱第１３条以外の児童クラブの利
用料徴収に関する検討はなされているの
か。なされている場合、どのような議論の
推移、課題があるのか。

　児童会館においては、児童クラブに登録する児童と自由来館で利用する児童が分け隔
てなく一体的に活動しており、活動内容や経費について分けることが困難との経緯から、
児童クラブの開所時間延長にかかる経費のみの受益者負担としていた。
　しかしながら、子ども・子育て支援新制度による職員配置基準の見直し等により、児童ク
ラブにかかる経費が増加しており、適切な受益者負担についての検討が課題である。
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NO 事業名 質問事項 所管部局回答 仮指摘事項案

7 児童会館運営管理費
児童会館の適正規模に関する基準や指針
はあるのか。

　札幌市児童福祉法施行条第３章の２「放課後児童クラブの設備及び運営に関する基
準」

8 児童会館運営管理費

指定管理とすることにより、費用を圧縮す
ることは出来ているのか。関連して、指導
員の質の確保はどのように図っているの
か。

　児童会館の運営管理費は、約８割が人件費であるが、札幌市が直営で実施する場合に
比べ、様々な勤務体系の職種採用が可能であり、費用圧縮効果は高いと考えている。
　また、指導員の質の確保について、指定管理者において研修計画を策定し、基本的な
ものから専門的なものまで多様な研修機会を設け、積極的な職員のレベルアップを図っ
ている。

9 児童会館運営管理費

子ども自身が施設運営等に主体的に関わ
る機会づくりを進めているとのことだが、保
護者の意見を聴取し、反映する取り組みは
なされているのか。

　日頃から、お迎え時や行事等保護者と顔を合わせる機会に、気軽にご意見等をいただ
けるような関係づくりを運営団体として心がけて対応しているが、指定管理者においてセ
ルフモニタリング（利用者アンケート等）を実施し、子どもだけでなく保護者の意見・要望も
聴取している。

追加
質問

5
児童会館運営管理費

利用登録していない方の人数はおおよそ
どのくらいいるか、承知されているか。

一般来館とクラブ員の比率は、地域差とか学校によって違いがあるが、児童クラブに登録
しているのは大体８割ぐらい、一般利用は２割ぐらい。

追加
質問

6
児童会館運営管理費

指定管理者における、非常勤職員の月収
なり年収がどのぐらいか、把握はできてい
ないのか。

指定管理費用の範囲内での把握しかしていない。

10 児童会館整備費

施設の現況（すでに建て替えが必要な施
設、今後10年程度で建て替えが必要な施
設がどれくらいあるのか）、今後10年程度
の建て替え予定
その際、学校の空き教室などの、既存施設
活用などの考え方や、学校の新設と併せ
た合築などの計画はどの程度あるのか？

　児童会館の再整備については、市有建築物の配置基本方針の考え方に基づき、今後
は、小学校の改築等のタイミングで、学校と複合化した新型児童会館として再整備してい
く。
　そのため、具体的な対象館や館数は、小学校の改築計画に合わせて決まる。

11 児童会館整備費
事業内容における「新たな考え方」とはな
にか。

　市有建築物の配置基本方針の考え方に基づき、小学校やまちづくりセンターと複合化し
た新型児童会館として再整備していくこと。

12 児童会館整備費
老朽化した会館の建替が極めて困難とい
うことであれば、保全工事のみが予定され
ているということか。

　児童会館を、そのまま児童会館として建替ることはできないという主旨であり、今後は、
市有建築物の配置基本方針の考え方に基づき、小学校やまちづくりセンターと複合化し
た新型児童会館として再整備していく。

13 児童会館整備費

今回工事が予定されている会館は、築何
年ぐらいのものなのか。今後、近々工事を
する必要がある会館はどの程度あるの
か。

　篠路児童会館は、木造で築37年。
　平成27年７月現在で、建替え予定がある児童会館は、澄川児童会館（木造、築36年）と
石山児童会館（ブロック造、築46年）の２館。
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NO 事業名 質問事項 所管部局回答 仮指摘事項案

14 放課後子ども教室推進モデ
ル事業費

①児童会館やミニ児童会館の整備困難な
理由はどのようなものがあるか。
②施設における非正規を含む職員の雇用
状況と給与水準はどうなっているか。

①放課後子ども教室モデル事業は、大きく分けると、「放課後子ども館」と「放課後子ども
教室」の２つがある。
　放課後子ども館は、本来、ミニ児童会館を整備予定であったが、余裕教室がなく、ミニ児
童会館専用として整備できるスペースの確保ができなかった小学校に、暫定整備している
もの。
　放課後子ども教室は、現在３か所で運営しており、「朝鮮初中高級学校に通う児童を対
象としたもの」、「小学校区が広く、学校までの距離が遠い地域の児童を対象にしたも
の」、「小規模校の児童を対象にしたもの」というように、ミニ児童会館を整備できないが居
場所が必要という政策判断をした特殊地域における放課後の居場所として開設している。
②各施設の職員の雇用状況や給与水準は把握していない。

15 放課後子ども教室推進モデ
ル事業費

児童会館やミニ児童会館の整備が困難な
地域での整備事業ということではあるが、
児童クラブを実施していないのであれば、
代替にならないのではないか。実施にあ
たっての課題はなにか。

　放課後の居場所としての代替施設であり、放課後児童健全育成事業の代替施設とは
なっていない。

追加
質問

7

放課後子ども教室推進モデ
ル事業費

子ども館と子ども教室があるという回答
で、これらについては、児童クラブでは実
施していないということだが、実施に当たっ
ての課題は何かという質問に対し、「代替
施設とはなっていない」というところでご回
答が終わっている。代替施設になっていな
いとなると、共働き家庭の児童が放課後に
いることができるという意味での居場所が
確保されているとしても、児童クラブがない
となると、ほかの地域と比べていろいろな
不都合もあると思われる。それが実施でき
ていないという状況を踏まえて、実施に当
たっての課題についてどのように考えてい
るのか。

子ども館というものはあくまでも暫定的な整備。子ども館の場合、部屋がかわるなどいろ
いろあり、その中でも一番の制約は時間。あくまでも暫定的なものなので、学校の管理の
中で、時間が来たら帰りなさいということになる。児童クラブというような形で１８時、１９時
までの預かりはできない。ただ、今回は補正予算の中でも、子ども館５校のうち３校で学校
側の協力が得られてミニ児童会館に転換していくことになっており、少しずつ解消に向
かっている。残りの２校についても、学校側と引き続き協議を進めており、できるだけ早く
ゼロにしたいと考えている。

③子ども館については、児童の預かり時間等
について制約があるので、早期にミニ児童会
館への転換を進めること。

16 ミニ児童会館運営管理費
ミニ児童会館について、その利用者からの
評価をどのように把握しているか。今後の
成果指標の設定方針はあるか。

　毎年度、利用者アンケートを実施しており、平成26年度の総合満足度は89.5％であっ
た。
　また、ミニ児童会館は過密化している館も多いことから、利用者数等は指標として馴染
まず、今後も利用者満足度が成果指標として適当だと考えている。

④児童会館とミニ児童会館について、別々
に、利用者ニーズ・満足度等の把握を行い、
結果を総合的に分析し、今後の整備に活用す
ること。その際は、例えば、外部のアドバイ
ザーの活用などにより、アンケートの取り方を
工夫すること。
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17 ミニ児童会館運営管理費

①各ミニ児童館における利用者1人当たり
の面積はどの程度か。児童会館との対比
で特に狭隘な例はないか。
運営主体の状況と、非正規を含む職員の
雇用状況と給与水準はどうなっているか。
②開設時間については、児童会館、ミニ児
童会館、放課後子ども教室それぞれの現
状と、時間延長の動きがあればその経緯
は。また、今後の延長予定はあるか。

①登録児童１人あたりの平均面積(平成27年4月末現在)は、児童会館1.90㎡であるのに
対し、ミニ児童会館1.59㎡と、児童会館より狭隘となっている。ただし、ミニ児童会館は小
学校内にあることから、放課後に空いている特別教室などを活用させていただくことで、実
態の活動面積を広げる工夫を図っている。
　また、ミニ児童会館は、児童会館の補完施設という位置づけから、児童会館の指定管理
者である財団法人に運営を委託しているものであるが、指定管理業務ではないため、職
員の雇用状況や給与水準は把握していない。
②開設時間については、児童会館（平日は8：45～19：00、学校休業日は8：00～19：00、
夜間利用がある場合は 大21：00まで）、ミニ児童会館（平日は12：00～19：00、学校休業
日は8：00～19：00）、放課後子ども教室（平日は授業終了～17：00頃、学校休業日は任意
の４時間）である。
　時間延長については、平成23年度までは平日は18：00まで、学校休業日は8：45～18：
00の開設としていたが、平成24年度から放課後児童クラブの開設時間を延長し、平日は
19：00まで、学校休業日は8：00～19：00までとし、延長開設時間の利用は有料としてい
る。
　なお、開設時間のさらなる延長は、予定していない。

⑤ミニ児童会館にあっては、利用者の希望を
細やかに把握したうえで、学校側と連携のも
と、整備・運営を進めること。

18 ミニ児童会館運営管理費

平成２７年度予算の事業費内訳が、ミニ児
童会館の管理運営費のみになっている
が、大規模クラブ指導員の配置による増額
等、平成２６年度の事業費が用いられた各
項目については、どのように対応するの
か。

　平成26年度に別々の項目としていたものを平成27年度に一本化したことから、管理運
営費のみとなっている。

19 ミニ児童会館整備費
ＮＯ１の質問に関連して、ミニ児童会館の
今後の整備（増加、削減）方針はどのよう
に考えているか。

　校舎内に余裕教室がない等の理由によりミニ児童会館が整備できなかった小学校で暫
定的に整備した放課後子ども館は、専用スペースが確保でき次第、ミニ児童会館として再
整備する。
　なお、これ以外の新たなミニ児童会館整備は行わない。

20 ミニ児童会館整備費

目標に対して、整備が遅れている理由は。
現在未整備の校区における児童の居場所
確保はどのようになされているのか。

　ミニ児童会館の整備ができていない５校区中４校区は特認校のため、ミニ児童会館は整
備しないことと整理した。残る１か所の札苗緑小学校区は、児童数の急増により、ミニ児
童会館の整備ができなかったことから、現在、小学校の近隣に児童会館の機能を持つ多
世代交流施設を建設することとしている。
　なお、特認校は、その児童の大多数が他の地域から通っているため、それぞれが居住
する校区の児童クラブ等を利用しており、札苗緑小学校区については、当校区内に民間
児童育成会があり、放課後の居場所となっている。

21 ミニ児童会館整備費
平成２７年度の予算がゼロであるが、整備
予定はないということか。

　ミニ児童会館整備は、平成26年度整備を持って一旦完了しており、今後は、暫定整備と
なっている放課後子ども館を、余裕教室等の確保が見込めた時点でミニ児童会館として
整備していく。
　平成27年度は、放課後子ども館開設小学校５校のうち３校で整備見込みがたったため、
補正予算により整備予定。
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22 ミニ児童会館整備費
現在、児童会館もミニ児童会館も整備され
ていない小学校校区はどれぐらいあるの
か。

児童会館、ミニ児童会館ともに整備されていない小学校校区数は10校区ある。うち、５校
区は放課後子ども館整備校である。うち４校区は特認校であり、児童会館やミニ児童会館
は整備しないこととして整理した。もう１つの札苗緑小学校区は、児童会館機能も持つ多
世代交流施設の建築を予定している。

追加
質問

8
ミニ児童会館運営管理費

①総合満足度ということだが、これは、誰
に対してか。保護者に対してとっているア
ンケートか。
②８９．５％は高い満足度だと思うが、こう
した結果に対して何か改善点など見えてい
るところがあれば教えてほしい。

①児童会館とミニ児童会館の利用者８，５００名程度に対する利用者アンケートで、その
年代は小学校低学年から大人まで階層別にとっている。
②日々の接遇などはより満足度を高めていく必要があるということで、研修などを重点化
していくなど、内部的にはそうした分析を行っている。

仮指摘事項案④と同じ

追加
質問

9
ミニ児童会館運営管理費

ミニ児童会館が一般的に過密化していると
いう話があり、かなり窮屈なところと、そう
でもないところがあると聞いているが、そこ
ら辺の実態は押さえているか。

ミニ児童会館は学校の余裕教室という形なので、その学校の状況によって借りることがで
きる教室数が違ってくる。そのため、ミニ児童会館のほうが過密化をしているのは事実。
詳細について札幌市で把握している。ただ、このままでいいというわけではなく、できるだ
け過密化の解消を図るべく学校に依頼するなど、取り組みを進めているところ。

仮指摘事項案⑤と同じ

追加
質問
10

ミニ児童会館運営管理費

児童会館のほうがちゃんとした設備だから
いいでしょうというのは行政の論理であっ
て、使う側からすれば、多少狭かろうが、
施設がなかろうが、ミニ児童会館のほうが
ずっといいという意見もあるかもしれない。
そういう点でプラス・マイナスとしてどういう
意見があるのか、きちんと拾えているのか
ということを教えてほしい。

ミニ児童会館についてはプラス・マイナス両方の意見がある。一度外に出ることなく、学校
の授業が終わったらすぐに、また、学校によっては担任がミニ児童会館の教室まで連れて
きてそのままバトンタッチするということで、特に安全面では非常に高い評価を得ている。
一方で、場所によっては１教室しかないということで、割とぎゅうぎゅうな形で預からざるを
得ないところもあり、そういう両方の声があることも事実。そのため札幌市としても、今、面
的な整備が終わった中で、これからは質の向上ということで、児童の専有面積もできるだ
け安全に拡大できるような形で整備を進めていきたいと考えている。

23 さっぽろ子育てサポートセン
ター事業費

市民へのこれまでの周知はどのようにおこ
なっているか。今後の周知拡大の方向性
は。

　パンフレット「札幌市ファミリー・サポート・センター事業」(子育てサポートセンターと緊急
サポートネットワークの共通パンフレット)の関連施設での配架、広報さっぽろへの掲載等
を行っている。
　パンフレットについては、今年度、各保育園、幼稚園、認定こども園、区保育・子育て支
援センター、区役所、児童会館、ハローワーク等へ配架（576か所、約13,000枚）したほ
か、今後は、子育てサロンなどでの配布も検討中。

24 さっぽろ子育てサポートセン
ター事業費

緊急サポートネットワークと事業費は一本
化したのをふまえ、統合化を目指している
のか。目指している場合、実現に向けた課
題はなにか。

　さっぽろ子育てサポートセンターと緊急サポートネットワークは、平成27年度から実施さ
れた子ども・子育て新制度において、地域子ども・子育て支援事業の一つである「子育て
援助活動支援事業」として法定化されたことをうけ、平成27年度から、事務上の整理とし
て事業費の名称を「子育て援助活動支援事業」と一本化した。
　なお、さっぽろ子育てサポートセンターは札幌市社会福祉協議会、緊急サポートネット
ワークはＮＰＯ法人北海道子育て支援ワーカーズに委託しており、それぞれ異なるサービ
ス内容で市民ニーズに応えているため、事業そのものを統合する予定はない。
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25 さっぽろ子育てサポートセン
ター事業費

緊急サポートネットワークと別事業化され
ている現状において、効率化の観点からど
のような取り組みをしているのか。

　年2回行っている新規提供会員向けの講習会を合同で開催しているほか、共通のパンフ
レット「札幌市ファミリーサポートセンター事業」を作成している。

26 さっぽろ子育てサポートセン
ター事業費

依頼会員に向けた広報はどのような方法
で行っているのか。広報を行う上での工夫
点は何か。類似制度を一覧できるような
リーフレットはあるのか。例えば母子手帳と
共に配布するなどは実施出来ないか。

　パンフレット「札幌市ファミリー・サポート・センター事業」(子育てサポートセンターと緊急
サポートネットワークの共通パンフレット)を関連施設で配架しているほか、広報さっぽろ、
札幌市のホームページ及び委託先団体のホームページで制度や説明会等の御案内を
行っている。
　また、広報上の工夫としては、２事業を共通のパンフレットで紹介することによって、各事
業のサービス内容を対比できるようにするなど、わかりやすいものとなるように努めてい
る。
　類似制度を一覧できるものとしては、子育てを支援する市の制度や施設を詳しく紹介し
た小冊子「さっぽろ子育てガイド」を作成し子育て支援の関係施設で配架している。
　当該事業については、出産後に利用いただく事業でもあるため、母子手帳とともに配布
することは行っていないが、「さっぽろ子育てガイド」を乳児家庭全戸訪問事業（生後４か
月までのお子さんがいるすべての家庭を訪問する事業）で訪問した際に配布することで、
類似事業と併せて周知している。

27 さっぽろ子育てサポートセン
ター事業費

提供会員の確保のために工夫している点
は何か。

　パンフレット「札幌市ファミリー・サポート・センター事業」(子育てサポートセンターと緊急
サポートネットワークの共通パンフレット)の関連施設での配架のほか、年４回開催の登録
説明会を、広報さっぽろや札幌市のホームページなどに掲載し提供会員確保のための周
知を行っているところだが、今後、利用会員の増加も見込まれるため、事業紹介用のパン
フレットだけではなく、提供会員を募るための専用のチラシを作成・配布するなどし、増員
に向けた取組を進めてまいりたい。

⑥離職している保育士や、民間の関連する施
設などの札幌市のネットワークを活用し、提供
会員を増やす取組を進めること。

追加
質問
11

さっぽろ子育てサポートセン
ター事業費

周知に当たって、ホームページ等で、どの
程度の情報が提供されているのか、ネット
等を通じた広報はどういう状況になってい
るのか。

例えば、何時から何時まで使えるか、料金はどうなっているかなどといった利用の際に必
要になる基本的な情報については市役所のホームページ上に記載されている。ただし、
市役所のホームページは余り評判がよくない上に、随分深い階層に入っていかないとそこ
までたどり着けない。情報提供の仕方が下手だというアンケート結果があるので、札幌市
としては、すぐ調べられるように工夫していかなければいけないという自覚も持っており、
今後の大きな課題だろうと強く認識している。

⑦札幌市が実施している子育てサービスにつ
いて、ホームページ上で利用者が簡単に検索
できるように、民間企業との連携によるホーム
ページの改良や、例えば、母子手帳と一緒に
検索キーワードを書いた紙を利用者に手渡す
などの工夫を行うこと。

28 緊急サポートネットワーク事
業費

①利用者の過去の推移と今後の見通し
は。
②NPOにおける非正規を含む職員の雇用
状況と給与水準はどのようになっている
か。

①利用件数（実利用者数）の推移は以下のとおり。
　H22_1,275件（612人）・H23_1,169件（634人）・H24_1,126件（573人）・H25_1,828件（827
人）・H26_1,558件（739人）
　今後の見通しについては、当該事業の利用者の60%近くは、病児・病後児の預かりであ
るため、その年の学校伝染病（インフルエンザ等)の流行によって変動することから予測は
難しいが、保育所等の利用者数の増から、増加することが予想される。
②委託先の職員は9名でﾛｰﾃｰｼｮﾝを組み、9時～17時は5名、早朝、夜間、土日は4名が
稼働している。
　事業費の人件費分の積算では、札幌市臨時的任用職員保育士単価（日額7,810円（26
年度））を用いている。
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29 緊急サポートネットワーク事
業費

依頼会員に向けた広報はどのような方法
で行っているのか。広報を行う上での工夫
点は何か。類似制度を一覧できるような
リーフレットはあるのか。例えば母子手帳と
共に配布するなどは実施出来ないか。

　パンフレット「札幌市ファミリー・サポート・センター事業」(子育てサポートセンターと緊急
サポートネットワークの共通パンフレット)を関連施設で配架しているほか、広報さっぽろ、
札幌市のホームページ及び委託先団体のホームページで制度や説明会等の御案内を
行っている。
　また、広報上の工夫としては、２事業を共通のパンフレットで紹介することによって、各事
業のサービス内容を対比できるようにするなど、わかりやすいものとなるように努めてい
る。
　類似制度を一覧できるものとしては、子育てを支援する市の制度や施設を詳しく紹介し
た小冊子「さっぽろ子育てガイド」を作成し子育て支援の関係施設で配架している。
　当該事業については、出産後に利用いただく事業でもあるため、母子手帳とともに配布
することは行っていないが、「さっぽろ子育てガイド」を乳児家庭全戸訪問事業（生後４か
月までのお子さんがいるすべての家庭を訪問する事業）で訪問した際に配布することで、
類似事業と併せて周知している。

30 緊急サポートネットワーク事
業費

提供会員の確保のために工夫している点
は何か。

　パンフレット「札幌市ファミリー・サポート・センター事業」(子育てサポートセンターと緊急
サポートネットワークの共通パンフレット)の関連施設での配架のほか、年４回開催の登録
説明会を、広報さっぽろや札幌市のホームページなどに掲載し提供会員確保のための周
知を行っているところだが、今後、利用会員の増加も見込まれるため、事業紹介用のパン
フレットだけではなく、提供会員を募るための専用のチラシを作成・配布するなどし、増員
に向けた取組を進めていきたい。

追加
質問
12

さっぽろ子育てサポートセン
ター事業費
緊急サポートネットワーク事
業費

例えば、離職している保育士への働きかけ
など、何か具体的に提供会員確保のため
に工夫している点がないか。

現段階における拡大の方向としては、残念ながら、例えばパンフレットを置くとかチラシを
配付するという も単純な方法で、置く場所や配付する対象者をふやすことを検討してい
るところでとどまっている。もう少し踏み込んだ違う方法は、今後の課題。将来的に、依頼
数がふえるだろうと予測されるので、札幌市、それぞれの団体も工夫、検討している状
況。

31 公立保育所等運営費

公立と公設民営別の非正規を含む職員の
雇用状況と給与水準、職員の異動状況
（離職者の状況、新規採用が問題なくでき
ているかどうか）はどうなっているか。
また、今後の公設民営化や民営化への転
換予定はあるか。

【公立と公設民営別の職員の雇用状況と給与水準（非正規含む）】
　①公立（21園）…保育所部分の職員数＝正職319人+臨時・非常勤178人＝497人、給与
水準（年収）＝正職500～600万円代、臨時等～200万円代、職員の異動状況＝公立園職
員は市役所職員として異動・採用
②公設民営（3園）…職員数＝正職41人＋臨時・非常勤47人、給与水準(年収)＝正職270
～470万円台、臨時等～270万円台、職員の移動状況＝平成26年度中の退職者数は正
職1人、臨時等7人に対し、採用者数は正職0人、臨時等3人。
【今後の公設民営化や民営化への転換予定】
　公立保育所は、今後の待機児童の状況、施設の老朽化状況等を踏まえて適正な規模
への縮小を検討していく予定であるため、公設民営化や民営化への転換予定はない。

32 公立保育所等運営費
離職した潜在保育士の職場復帰支援策と
して、研修実施以外に行っていることはあ
るか。

　復帰セミナーや合同面接会を、ハローワーク・北海道労働局等と協力して開催してい
る。

仮指摘事項案⑥と同じ
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NO 事業名 質問事項 所管部局回答 仮指摘事項案

33 公立保育所等運営費

平成２５年度の事業評価調書において「公
立保育所廃止を含めた検討が必要」との
自己評価がされているところ、待機児童解
消の観点から、保育・子育て支援センター
の整備では代替出来ないのではないか。

　札幌市では、区における子育て支援の中心的役割を担うことを目的として、区保育・子
育て支援センターを順次設置している。他の保育所が保育を必要とする乳幼児に保育を
行うことを目的としているのに対し、区保育・子育て支援センターは、保育機能のほかに
常設子育てサロンを含めた子育て支援機能を付加することにより、すべての子育て家庭
を対象とした施設となっている。
　区保育・子育て支援センターを設置する場合は、既存の公立保育所を改修、改築等する
ことにより整備するとともに、公立保育所を廃止することにより配置する職員を生み出して
きた。区保育・子育て支援センターを全区に整備するまでは同様の手法により進めていく
ことになるが、区保育・子育て支援センターの全区整備が完了した後は、待機児童の状況
や施設の老朽化の状況を踏まえながら、区保育・子育て支援センター以外の公立保育所
の適正な規模への縮小を検討していくことになると考えている。

34 延長保育事業費 補助金の算定根拠は。
　１年間の１時間延長、２時間延長の平均利用児童数、減免加算、障がい児利用数に基
づき補助金額を確定する。詳細は　【別紙３】のとおり。

35 延長保育事業費
実施施設の拡大を目指す一方、予算規模
が減縮したのはなぜか。

　2014年度（Ｈ26）まで朝7時から開所させるための開所時間延長促進事業補助金を交付
していたが、2015年度（Ｈ27）の子ども・子育て新制度施行後は、ほとんどの園が朝7時開
所（11時間保育）となり、それにかかる経費も施設運営費に組み込まれたため、13時間以
上開所する園以外、当該補助金の対象外となったことによるもの。

36 延長保育事業費
実施施設のうち、延長保育時間が１時間と
２時間のところがあると思われるが、その
内訳数はどの程度か。

　18時以降の延長保育時間を行っている園は272園中265園、その内1時間延長は249
園、2時間延長は16園。

37 休日・夜間保育事業費 補助金の算定根拠は。
　１年間の延べ利用児童数、減免を行った児童数、障がい児の利用児童数に基づき補助
金額を確定する。詳細は【別紙３】のとおり。

38 休日・夜間保育事業費
２０１３年度（Ｈ25）では、実施施設の拡充
を目指すとしておきながら、２０１４年（Ｈ
26）で廃止したのはなぜか。

　2015年度（Ｈ27）から子ども・子育て新制度施行に伴い、休日・夜間保育は通常の必要
保育量内で利用となったことで、それにかかる経費は施設運営費の加算部分として組み
込まれたことから、補助事業として廃止になったもの。
　なお、必要保育量を超えて休日保育を利用した場合は、時間外保育（延長保育）として
の補助事業の対象となっている。

39 休日・夜間保育事業費
休日・夜間保育事業費の代替事業はある
のか。

　上記№38の回答のとおり、施設運営費の加算部分として組み込まれたため、補助事業
としては廃止となったが、休日保育等が廃止となってはいない。

40 私立保育所運営費
非正規を含む職員の雇用状況と給与水準
はどうなっているか。

　平成25年4月1日現在の状況は【別紙４】のとおり。
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追加
質問
13

私立保育所運営費

①現段階で、公立・私立の給与の実態の
差異について把握されている部分があった
ら、どういう差異があるのか教えてほしい。
②公立のほうの非正規の雇用の比率はど
れぐらいか。

①双方で働いている保育士の年齢自体に相当な開きがあるので、単純な比較はなかな
か困難。ただ、一般的な保育士の平均的な年収ベースで考えると、恐らく公立のほうが年
間五十万円～七十万円ぐらいは高い水準になっているのではないかと思われる。
②全体の３割くらいと思われる。

41 私立保育所運営費等補助
金

予備保育士雇用費補助金の運用状況はど
うなっているか。

　H26事業費1,911,457,192円、補助額1,294,211,270円

42 私立保育所運営費等補助
金

共同研修はどのような内容のものが行わ
れているのか。各保育所の研修等への参
加実績は把握しているのか。

　研修の企画は、各保育団体の代表者で構成している札幌市保育所職員研修委員会で
行っており、保育の現場における実態を踏まえて研修の内容を検討している。研修への
参加実績は、各研修会ごとに把握している。

43 私立保育所運営費等補助
金

各種補助金の基準単価はどのように決定
されるのか。単価決定の際の参考資料等
はあるか。

　国及び市の同じ職種の賃金等をもとに決定している。

44 私立保育所整備費等補助
金

地区別の待機児童の状況とこれまでの整
備による改善状況

　区別の待機児童の状況、整備状況は【別紙５】のとおり。

45 私立保育所整備費等補助
金

担い手の質の維持はどのように行うのか。
人材育成支援などはあるか。

　別事業（施設運営事務費）となるが、保育所の施設長、保育士等を対象とした研修会や
潜在保育士を対象とした再就職支援の研修会を開催している。

46 私立保育所整備費等補助
金

保育所の増改築により、定員は何人増加
する見込みなのか。

　平成27年度の整備では、３園の増改築により80人の定員増を予定している。
　なお、増改築を行う保育所の周辺地域の保育需要により異なるが、30人の定員増を一
定の目安としている。

47 私立保育所整備費等補助
金

保育所整備計画と実績における「要保育
児童数」とは、入所児童数＋待機児童数
（特定待機も含む）でないとすると、どのよ
うな算出になるのか。

　国定義の待機児童数と入所児童数を合わせて「要保育児童数」としている。

48 私立保育所整備費等補助
金

賃貸物件についての補助もしているとこ
ろ、賃貸借契約の内容等の確認をした上
での補助をしているのか（保育園の継続性
の観点から賃貸借契約の期間、解約条項
等を確認する必要があると考える。）。

　普通賃貸借契約及び10年以上の契約期間であることを補助条件とし、保育所の継続性
の観点から見て不適当な契約内容が含まれていないかどうかについて、事前に確認を
行っている。
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NO 事業名 質問事項 所管部局回答 仮指摘事項案

49 私立幼稚園預かり保育運
営支援事業費補助金

①公立幼稚園での類似の取組状況はどう
なっているか。
②私立幼稚園のなかで本事業を実施して
いる施設の比率は。
③補助金の算定根拠は。

①市立園については、在園児を対象に平成26年度から全9園で実施
②平成26年度は私立幼稚園、認定こども園　計138園中39園で実施
③補助基準額は、国で定める認可外保育施設支援基準額をもとに算出
　なお、平成27年度からは、子ども・子育て支援法に定める事業として、保育所等で行う
事業と一体的に実施している。

50 私立幼稚園預かり保育運
営支援事業費補助金

認可保育園と同程度ではない幼稚園の預
かり保育については補助金の交付はない
のか。

　私学助成（北海道所管）による預かり保育助成の対象となっております。
　なお、平成27年度からは、新制度へ移行した幼稚園も本市事業の対象としており、ま
た、移行していない園についても、私学助成を受けない園については対象とする方向で進
めている。

51 認可外保育所関係事務費
巡回指導による問題把握の状況と改善状
況はどうなっているか。

　巡回指導員による立入調査及び巡回指導は、各施設の保育環境や保育状況を確認し
た上で、認可外保育施設指導監督基準に沿って指導監督を行なっており、調査結果につ
いては、指摘事項を文書で通知し、改善を求めると共に、改善状況の確認のための立入
調査も実施している。

52 認可外保育所関係事務費
現在、立ち入り調査を行っている認可外保
育施設の数はいくつか。

　届出対象施設は、95施設。届出対象外施設ではあるが、任意で報告書を提出している
施設は、63施設ある。（Ｈ27年7月1日現在）
　合計158施設に、立入調査を実施している。

53 認可外保育所関係事務費
1年のうちで複数回立ち入り調査を行って
いる認可外保育施設はあるのか。

　年度１回目の立入調査で指摘のあった施設へは、改善状況の確認のため、２回目の立
入調査を実施している。

54 認可外保育所関係事務費
ベビーシッターに関する監督は行っている
か。行っている場合、どのような監督か。

　現在は行っていない。Ｈ28年度より、ベビーシッターに対しても届出が義務付けられるこ
とになることから、国の通知を待って対応予定である。

追加
質問
14

認可外保育所関係事務費
「指摘事項を文書で通知し、改善を求める」
ということについて、どういう指摘事項が
あったのか教えてほしい。

指摘で多いものは、職員、児童の健康診断をすることである。ここ５年ぐらい、児童の健康
診断がされていなかったり、職員の健康診断がされていないところが多い。それから、時
間帯によっては保育に従事する者が複数配置されていないことがあり、そういったところ
の指導をしている。

55 保育ニーズコーディネート
事業費

保育コーディネーターはどのような人材が
行っているのか。また、このサービスの情
報発信は、札幌市のHP以外ではどのよう
に行っているのか。

　人材は主に次の４つの要件を満たす人材としている。（１）札幌市の保育サービスに精
通していること、（２）子育て家庭の支援に対し熱意があり、高いコミュニケーション能力が
あること、（３）PCの操作ができること、（４）年齢が６１歳以下であること。
　サービスの情報発信については、子ども未来局においては広報さっぽろ（全市版）への
掲載やマスコミ等の媒体への機会を捉えての情報提供、区においては広報さっぽろ（各
区版）への記事掲載、関係会合へ保育コーディネーターが参加、母親教室での保護者向
けＰＲ等を実施。

56 保育ニーズコーディネート
事業費

「認可保育所等待機児童数」以外の指標
は検討したか。検討した場合、どのような
指標があったか。当該指標が採用されな
かった理由はなにか。

　相談対応件数を指標の一つとして用いることを検討したが、来相者の絶対数や、保護者
が継続して相談を希望するか否か等の状況により左右されることから、当該指標を採用し
なかった。

57 保育ニーズコーディネート
事業費

全ての区に一人ずつという配置で問題は
ないのか（待機児童が多い区に複数配置
するなどは必要ないのか）。

　必要に応じて区職員と分担・協力しながら対応しており、各区一人で問題ない。区からも
特に要望は出ていない。
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58 保育ニーズコーディネート
事業費

アンケート等、サービス利用者からの
フィードバックはあるか。あるとした場合、
その内容。ないとした場合、実施していな
い理由。

　保育コーディネータの主たる業務の一つに、保護者に対して積極的に電話がけ等により
情報提供を行う「アフターフォロー」がある。利用者からの意見聴取、改善その他の要望
等は、通常の相談対応時に加え、このアフターフォローによっても得ており、当該情報は
世帯毎に作成している業務報告書やアフターフォロー報告書により、区職員内で共有を
図っている。
　また、全体で共有すべき情報等については、定期開催している保育コーディネーター連
絡会議や全体メール等において、共有を図っている。

59 保育ニーズコーディネート
事業費

様々な保育方法に精通している人に相談
出来るサービスがあるということについて、
どのように広報をしているか。例えば母子
手帳と共に配布するなどは実施出来ない
か。

　サービスの情報発信については、こども未来局においては札幌市HP、広報さっぽろ（全
市版）への掲載やマスコミ等の媒体への機会を捉えての情報提供、区においては広報
さっぽろ（各区版）への掲載、関係会合へ保育コーディネーターが参加、母親教室での保
護者向けＰＲ等を実施。

60 地域子育て支援事業費

子育てサロンの参加率はどうなっている
か。また、子育てサロンにおける臨時職員
の雇用状況と賃金水準はどうなっている
か。

　Ｈ26年度地域主体の子育てサロン実績は以下のとおり。
　利用者延べ数　107,063人　年間延べ開催回数　2,788回開催　１回あたり　38.4人参加
　（参考：地域主体の子育てサロン数　175箇所（26年度））
　当該事業費における臨時職員は、各区保健センターで子育て支援関係の業務補助を担
当している。各区１名雇用しており、1名あたりの年間の賃金単価は2,079千円（26年度）。

61 地域子育て支援事業費
区と市、地域団体（町内会など？）の間の
役割分担はどのようになっているのか。

　札幌市では、子育て支援総合センター（中央区南３条西７丁目）が市全体の子育て支援
施策の企画調整等を行い、各区保育・子育て支援センター（愛称「ちあふる」）や各区保健
センターが区ごとに地域団体との連絡調整や区内で実施されている地域主体の子育てサ
ロン等の活動支援を行っている。
　また、町内会など地域の関係団体の方々には、子育てサロンを主催していただくなど、
地域における子育て環境の充実に多大な御尽力をいただいており、札幌市の「ちあふる」
等の職員が、その活動の支援に当たらせていただいてる。

62 （項目）保育料の収納率向
上について

滞納者に対する督促はどのような形で行っ
ているのか。

　当該年度（現年度分）については、毎月の納期限（当月末）を10日過ぎた時点で督促状
を保育園を通じて送付。１～２か月過ぎても納付がない場合、電話にて納付の督励（民間
委託）を行っている。
　過年度分については、保育料徴収指導員（市非常勤職員）にて、電話や手紙で納付の
督励を行っている。また、連絡が取れないなどの保護者については、必要に応じて、保育
園や自宅を訪問し面接にて納付の督励を行っている。
　なお、各保育園長には保育料収納事務協力員として保護者に納付の呼びかけなどの協
力をしてもらっている。

63 （項目）保育料の収納率向
上について

滞納者に対し、法的手段を講ずる等の可
能性はあるのか。

　納付可能な資力があるにも関わらず、こちらの督促に一切応じなかったり、相談もなく納
付計画を守らないなどの案件については、財産や給与の差押えなどの滞納処分を行う場
合もある。

64 （項目）保育料の収納率向
上について

滞納者に対し、督促だけではなく、実情把
握にどこまで努めているのか。

　電話にて滞納している理由や生活状況などの聞き取りをしている。また、連絡が取れな
いなどの状況によっては園長に協力してもらい、子どもの状況や保護者の状況を確認し、
必要に応じて保護者と面接するなどにより実情把握に努めている。
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65 （項目）保育料の収納率向
上について

滞納者に対し、どのような事後的救済策を
用意しえるのか。

一括の納付が困難な場合は分割納付に応じている。また、明らかに困窮状態であると認
められ、今後も資力の回復が見込めない場合などについては、保育料の滞納処分を停止
したのち、納付義務を消滅させるなどの対応をしている。

追加
質問
15

（項目）保育料の収納率向
上について

滞納が起こった場合の法的措置をする仕
組みについて、どこに判断基準を持ってい
るのか。

本当に経済的に困窮している方々は、当然、分割納付なり何なりという相談に応じてい
る。ただ、いわゆる経済的な資力がある、間違いなく十分払えるのに、悪意的に払わない
方に対しては、やはりきちんと定められた手順に従って滞納処分を行うという基本スタン
スである。

66 幼児教育センター関係事業
費

幼児教育の水準向上と、特別な教育的支
援が必要な幼児への支援体制整備とは、
近しい関係にあるとしても、同じではないの
ではないか。

　幼稚園は、適切な環境のもと、集団生活とおして一人一人に応じた指導を行うことによ
り、生きる力の基礎を培う場である。
　特別支援教育は個々の教育的ニーズを把握し適切な指導を行うことでその幼児の主体
的な活動を支援するものであるが、特別支援教育を推進することは、障がいのある幼児
の指導にとどまらず、障がいの無い幼児への指導にも資するものである。
　札幌市の幼稚園教育において、近年重要性を増している課題の一つに特別支援教育
があり、教育相談機能の充実の他に、特別支援教育に関する研修の実施や教師相談な
ど、園や教員に対する支援体制も構築していくことで、各園・教員の特別支援教育推進へ
の対応力が増し、幼児教育全体の向上につながると考える。

67 幼児教育センター関係事業
費

地域教育相談とは具体的にどのような内
容が多いのか。相談内容の傾向等、地域
別の資料はないか。

　年長児においては、発達障がい（疑いを含む）等の幼稚園等での集団生活での具体的
な対応の仕方や就学に関する相談が多い。年中児以下についても、発達障がい等への
具体的対応についての相談が多い。また、年中以下の幼児は幼稚園等に通っていないこ
ともあるため、家庭での子育てや就園に関する相談も多い。
　平成26年度の全相談件数は2,984件。内訳として、2歳以下が381件、年少が630件、年
中が753件、年長が1,128件である。
　そのうち、発達障がい（疑いを含む）等の件数が2,510件である。
※地域別・障がい種別の資料は【別紙６】

68 幼児教育センター関係事業
費

私立幼稚園教員に対する研修内容は、ど
のように決定されるのか。教員からの希望
を聴取する機会はあるのか。

「札幌市幼稚園・認定こども園教員研修体系」を作成し、私立、市立幼稚園・認定こども園
に勤務する教員の経験年数に応じた研修を企画している。
　また、私立幼稚園連合会とは、札幌市幼児教育推進協議会において研修内容を協議し
ているとともに、各区では私立幼稚園連合会研究委員とともに区のニーズに合わせた具
体的な研修内容を企画している。
　さらに受講者には「振り返り用紙」に研修内容についての感想や、今後に向けての意見
を出してもらい、次年度の研修内容の参考にしている。

意見
1

全般

横串を通さないと、実はうまくいかないこと
がある。経済部局のときにも、これはどう
やってと言ったときには、それは子育ての
話なのでということが出てきたが、そこで起
業家に対して補助金を出すだけでは女性
起業家はふえませんねという話になった。
そうすると、むしろ、そこに補助金を出すよ
りも、子育てのサポートに回したほうがよほ
ど起業してみようかと思うのではないかと
か、そういうふうなことを横串でいろいろや
ることが大事。

仮指摘事項①と同じ
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NO 事業名 質問事項 所管部局回答 仮指摘事項案

意見
2

全般

ホームページ等の情報をもっと充実させな
さいとか、ポータルページがあって、そこか
らワンストップでいろいろな情報が集めら
れるようにしなさいという言い方は、一見し
たときに、していないからだめですよと言っ
ているように見える。しかし、そうではなく
て、現場ではやりたいという気持ちがある
というのはわかったので、行政評価委員会
が言っているよということを使ってもらって
それを実現してほしい。

意見
3

全般

子育てについて書かれた、紙やパンフレッ
トは多いのだけれども、どこにあるかよくわ
からない。区役所に行くと、大量のパンフ
レットとポスターに埋もれてしまっている。
紙媒体をやめなくてもいいけれども、減らし
て、ホームページの改修や改善に予算を
回した方がいいと思う。

意見
4

全般
極力、紙媒体をやめて、トータルで安上が
りで広く知らしめるネット活用するように指
摘する。

意見
5

児童会館運営管理費
ミニ児童会館運営管理費

ミニ児童会館の満足度について、きちんと
整備された児童会館とは満足度が違うの
かどうかというのは、ミニ児童会館を整備
する上に大変参考になる重要な指標であ
るため、ここは別々のアンケートをとる必要
があるのではないか。

仮指摘事項案④と同じ

意見
6

ミニ児童会館運営管理費

ミニ児童会館の整備にあたって、学校は担
当部署が違うと思うが、いろいろなことを分
けずに、境目がないように利用できる工夫
をぜひしておく必要がある。学校の中に線
引きがあって、ここからここは担当が違い
ますということで動きがとりにくいというの
は、使う側も一番やりにくい点なので、少な
くとも使う側が一つの形で動けるように工
夫してほしい。現在の利用者の細やかな
希望をある程度把握した上で今後の整備
に生かしてほしい。

仮指摘事項案⑤と同じ

仮指摘事項案⑦と同じ

⑧パンフレットなどの紙媒体を用いた情報提
供から、より低コストで広報効果が高い、ス
マートフォンなどで閲覧できるホームページを
用いた情報提供に切り替えていくこと。
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NO 事業名 質問事項 所管部局回答 仮指摘事項案

意見
7

児童会館運営管理費
ミニ児童会館運営管理費

アンケートが一番気になった。結局、市民
を納得させる裏づけになるのがアンケート
だと思うが、裏づけというよりは、やりまし
たという感じになっていないかなというのが
若干心配。どういうところに変えていこうか
ということも含めた意向を拾うのが大事な
段階にあるのかなという気がする。

意見
8

児童会館運営管理費
ミニ児童会館運営管理費

来ている人の満足度が高いのは当たり前
で、来ていない人は何で来ていないのかと
いうところをどこまで把握できているか。来
ている人がよければいいという意識はほと
んど間違っていて、どれぐらい来ていない
かのほうが指標としてはすごく重たい。ここ
でいったら登録者に対して延べ参加者数
が少ないところについては、原因をきちん
と把握してもらう必要がある。

意見
9

児童会館運営管理費
ミニ児童会館運営管理費

利用をやめる際は、「やめます」という簡単
な申請書を出すのですが、なぜやめるの
かについて、もう少し詳しく聴取してもいい
と思う。これから面から質へというところだ
と思うが、なぜ離れるのかについて余り意
識していないと実感した。

⑨利用をやめる場合にも、その理由を詳しく聴
取することにより、今後の児童会館・ミニ児童
会館の質の向上に役立てること。

意見
10

児童会館運営管理費
ミニ児童会館運営管理費

満足度というのは、細かく分析していくと、
何を改善すればプラスされ、どんないいと
ころを伝えればもっと利用者がふえるのか
というプロモーションに直結する。外部から
のアドバイザーを入れてでもいいから、ア
ンケート自体をもっときっちりとることで、パ
ンフレットづくりからホームページ、伝え方
まで全部変わるというのは、札幌市の事業
を見ていていつも思う。

仮指摘事項案④と同じ

意見
11

児童会館運営管理費
ミニ児童会館運営管理費

面から質という話があるが、今まさにそこ
だと思う。みんな、選択肢が欲しいと思って
いて、ただ単に安全に預かってくれればい
いとか、働くための理由として預かってくれ
るところがあるから働けるよという単純な時
代ではもうなくなってきている。そういう意
味では、民間のところがふえるのもいいし、
あとは連携。児童会館は１９時まで預かっ
てくれるが、民間だったらもう少し長く延長
できるはず。そこの連携があればよりいい
のではないかとか思う。

仮指摘事項案②と同じ

仮指摘事項案④と同じ
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NO 事業名 質問事項 所管部局回答 仮指摘事項案

意見
12

児童会館運営管理費
ミニ児童会館運営管理費

場所とか人によって状況も違うし、時代に
よっても変わるから、いろいろな意見を拾
わないとだめ。そういうニーズとか、市とし
て何を追求していくのかということを探らな
ければいけない。

意見
13

児童会館運営管理費
ミニ児童会館運営管理費

何がライフスタイルの確立の弊害となって
いるのか、あるいは、札幌らしい暮らし方と
いうものも、きちんとアンケートをとればモ
デルスタイルがあるのかもしれないと思う。
必ずアンケートをとっている割には、その
総合的な分析がされていないのではない
か。

意見
14

児童会館運営管理費
ミニ児童会館運営管理費

児童会館の場合は、設備や施設を専用で
つくっていった。ただ、ミニ児童会館はそう
ではないため、部屋が一つになってしまう
と、狭いし、そこにじっといるだけになってし
まう。せっかく学校併設型をつくるなら、学
校に今ある設備をうまく使える方法がない
のか。学校が調整役となって、横串を刺す
ような協議会なり、他との協力関係をつくっ
ていかないといけない。

仮指摘事項案⑤と同じ

意見
15

さっぽろ子育てサポートセン
ター事業費
緊急サポートネットワーク事
業費

事業は別であるが、提供会員確保のため
に工夫している点は何かということに対し
て、パンフレットをつくって配付しています、
今後チラシをつくって配付しますという回答
だが、若干受動的というか、もう少し積極
的に募ってもいいかなと思う。

意見
16

さっぽろ子育てサポートセン
ター事業費
緊急サポートネットワーク事
業費

民間の関連する施設とか札幌市のネット
ワークの中で、連携してこういうことを掘り
起こそうというようなこと、例えば、ＯＢ人材
から情報をもらったり、あるいは、そこにパ
ンフレットを持っていって紹介してくださいと
お願いすることが必要ではないか。

仮指摘事項案⑥と同じ

仮指摘事項案④と同じ
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NO 事業名 質問事項 所管部局回答 仮指摘事項案

意見
17

さっぽろ子育てサポートセン
ター事業費
緊急サポートネットワーク事
業費

市役所全体に言えることだが、基礎自治体
ゆえ、都道府県に比べて、直接、住民が関
連するサービスを受ける機会が大きいた
め、そういう情報が得られるようにする必
要がある。例えば、「子育て」「札幌」という
キーワードを入れただけでＨＰの当該ペー
ジが１ページ目にどんと出てくるようにして
おかないといけない。どうやったら検索エン
ジンの上位に来るかということは普通の民
間企業ではやっており、こういうケースでは
かなり工夫をしなければならない。また、札
幌市が提供しているさまざまないいサービ
スを民間に対して発信し、どんどん載せて
くれという働きかけをして、それをまとめた
ようなポータルの１枚をつくっておいて、
そっちに行ってくださいというやり方は一つ
あると思う。 も費用をかけないでやれる
広報というのは必ずあると思うので、ぜひ
検討していただきたい。

意見
18

さっぽろ子育てサポートセン
ター事業費
緊急サポートネットワーク事
業費

今ある事業の一覧が書いてある紙だけで
もいいが、そのキーワードさえわかったら
検索する手段を持っている人もたくさんい
るので、何か取っかかりになるような簡単
な紙だけでも興味のある方に母子手帳と
一緒に渡すこともご検討いただきたい。

意見
19

（項目）保育料の収納率向
上について

滞納処分について、現実には、個別のケー
スでなかなか難しいことは承知している
が、本当にそれが難しいのであれば、もう
それは市から切り離し、民間には専門の人
たちがいるので、もうそういう人たちに渡し
ましょうという判断をどこかでするという覚
悟があってもいいのではないか。

意見
20

（項目）保育料の収納率向
上について

市税等々との統合ないしは外部委託、外
部への債権売却、さまざまな手法を検討し
てもらいたいが、検討と書いてしまうと検討
するだけで終わってしまうので、もう一段、
強めの表現でやらなければならないかもし
れない。

仮指摘事項案⑦と同じ

仮指摘事項案⑧と同じ

⑩収納率向上のため、債権収納業務の一元
化ないしは外部委託、外部への債権売却等、
さまざまな手法を調査し、可能なものから早期
に実施すること。
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